
生産緑地について 
 

１ 生産緑地制度とは 

 

市街化区域内にある農地の緑地機能に着目して、公害又は災害の防止効果、良好な生活環境を確保するといっ

た役割があるため、計画的に農地を緑地として保全していこうという制度です。 

 

２ 生産緑地の指定要件 

 

 生産緑地指定の対象となる農地は、緑地機能があることと、面積の基準を満たすことが要件です。 

 

 (１)緑地機能 

    市街化区域内の農地で、都市の緑地としての機能があり、農業継続が可能であること。つまり、田んぼ、

畑等、耕作されている農地は、緑地としての機能があり、この機能を維持できること（継続的に営農する

こと）が要件です。 

 

(２)面積要件 

   農地の面積が一団で５００㎡（５畝）以上あることが必要です。 

   平成２９年に生産緑地法が改正され、市区町村が条例により３００㎡以上に引下げ可能となりましたが、

稲沢市では５００㎡以上としています。 

稠密な市街地等において、同一街区又は隣接する街区に存在する複数の農地が一団の農地として生産緑

地を定めることができます。 

※隣接する街区とは幅員１２ｍ未満の道路等が介在して隣り合う街区 

 

一団の農地の考え方（農地 A と一団を組んで生産緑地に指定できる農地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ｍ未満の道路を介した隣接
する街区にあるため指定可 

１２ｍ未満の道路を介した隣接
する街区にあるが、100 ㎡未満で
あるため指定不可 

隣接する街区にないため 
指定不可 

１２ｍ未満の水路を介した隣接
する街区にあるため指定可 

１２ｍ超の道路又は水路を介した
隣接する街区にあるため指定不可 

同一街区にあるため指定可 
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３ 生産緑地に指定されると 

 

・市街化区域内の農地としての土地利用が都市計画上、明確に位置づけられます。 

 ・税制上の優遇措置が受けられます。 

 ・農地としての管理が義務付けられ一定の農業施設（農産物の集荷施設、貯蔵施設等で床面積 90 ㎡以下）を

除き、建築物の新築や駐車場等、転用することができません。 

 ・相続税の納税猶予制度が適用。（30 年経過後、特定生産緑地として指定されなかった場合等は適用なし） 

 

４ 生産緑地の買取申出 

 

 生産緑地は農地等として管理することが義務づけられていますが、土地所有者の権利救済の観点から次の場合、

市⾧に対して買取申出ができます。 

・生産緑地の指定の告示の日から起算して 30 年経過したとき。 

・農業の主たる従事者が死亡や農林漁業に従事することを不可能にさせる故障が生じたとき。 

 

指定された生産緑地の変更までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 稲沢市の生産緑地 

 

 稲沢市では、旧稲沢市の区域（稲沢駅周辺地区は除く）が平成 4 年 12 月 4 日、稲沢駅周辺地区が平成 7 年 3

月 29 日、旧祖父江町と旧平和町の区域が平成 17 年 12 月 20 日に指定しています。 

 

稲沢市指定区域ごとの当初の団地数と面積一覧 

 

 

指定から 30 年を経過する生産緑地は、いつでも買取り申出ができるようになることから、これまで適用され

ていた税制上の優遇措置を受けることができなくなります。そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特

定生産緑地制度が創設され、所有者の意向により、買取申出ができる時期を 10 年ごとに延⾧できるようになり

ました。30 年経過後は特定生産緑地に指定できません。 

 

６ 特定生産緑地の指定 

 

 特定生産緑地に指定すると、従来の生産緑地に措置されてきた税制が継続されます。また 10 年経過する前で

あれば、所有者の意向で繰り返し 10 年の延⾧ができます。 

 稲沢市では、指定から 30 年を迎えた生産緑地を特定生産緑地に指定しており、平成 4 年 12 月 4 日に指定し

た生産緑地を令和 4 年 12 月 4 日に 118 筆指定、平成 7 年 3 月 29 日に指定した生産緑地を令和 7 年 3 月 29 日

に 7 筆指定しました。 

 

７ 今後の特定生産緑地指定 

 

今後の特定生産緑地指定は、指定から 30 年を迎えた生産緑地を特定生産緑地に指定するものと、指定から

10 年迎えた特定生産緑地をさらに 10 年指定するものがあります。 

 

【指定から 30 年を迎えた生産緑地を特定生産緑地に指定するもの】 

 ・旧祖父江町と旧平和町の区域（平成 17 年 12 月 20 日生産緑地指定）  

  申出基準日：令和 17 年 12 月 20 日 

 【指定から 10 年迎えた特定生産緑地をさらに 10 年指定するもの】 

  ・旧稲沢市の区域（稲沢駅周辺地区は除く）（令和 4 年 12 月 4 日特定生産緑地指定） 

   申出基準日：令和 14 年 12 月 4 日 

  ・稲沢駅周辺地区（令和 7 年 3 月 29 日） 

   申出基準日：令和 17 年 3 月 29 日 


